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令和8年2月9日

令和7年度（第79期）司法修習生採用選考申込者 各位

司法研修所事務局経理課経理係

導入修習及び分野別実務修習参加にかかる旅費の支給手続について

導入修習及び分野別実務修習参加のための旅費の支給手続については、下記のとおりで

す。

なお、旅行にあたっては旅行命令が必要になりますので、期限前に余裕を持って所定の

手続を行ってください。

また、導入修習参加のための旅費と分野別実務修習参加のための旅費で、旅費支給庁が

異なるため、それぞれ別の手続が必要になりますのでご注意ください。

記

1 導入修習参加のための旅費の支給手続について

導入修習参加のために採用内定時の住所又は居所から司法研修所まで移動するための

旅費の支給は、司法研修所において、「第79司法修習生採用選考申込フォーム」（以

下「入力フォーム」という。）で届け出ている情報を基に下記のとおり支給手続を行

う。

(1)移動手段等の確認

入力フォームにて届け出された住所を採用内定時住所として、司法研修所において

採用内定時住所から司法研修所までの最も経済的な通常の経路及び移動手段等を選定

し（以下、この経路及び移動手段等を「選定経路」という。）、2月末頃に移動手段等

の確認のため下記のアからウまでの各項目につき、Microsoft Teams (以下｢チームズ」

という。）上にて司法修習生に個別に通知する。

通知を受けたら各項目について内容を確認の上、修正の必要がある場合は、追って

指示（2月末頃）する方法により修正の申告をすること。

修正の申告がない場合は、通知した移動手段等の利用を基にして、旅費支給の手続

を行う。

なお、修正の申告があった移動手段により計算した旅費が、司法研修所で算出した

選定経路の旅費よりも高額な場合は、減額調整がなされる。

おって、移動手段等の確認の際に、領収書等の提出を要するため、各種割引制度

（往復割引や事前購入割引等）を積極的に活用していただき、早めに購入されたい。

ア 出発地

選定経路において起点となる駅やバス停を出発地として通知する。

入力フォーム届出後に転居した等により、通知された出発地が実際の出発地とは
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明らかに異なる場合に修正の申告をすること。

なお、転居等の事実は無いものの、通知された出発地に疑義がある場合は、司法

研修所経理課経理係まで問い合わせること。

イ 主たる移動手段

選定経路の主たる移動手段を通知する。

次の(ｱ)及び(ｲ)に該当する場合に限り、修正の申告をすること。

なお、航空機利用者及び在来線特急電車利用者は、修正の有無にかかわらず、

搭乗または乗車予定日を申告するとともに、領収書等（別に添付している「司法

修習における旅費について」記4参照）を追って指示（2月末頃）する方法によ

り提出すること。

（ｱ）通知された移動手段ではなく、別の移動手段（例：鉄道→航空機）を利用する

場合。

（ｲ）鉄道を利用して移動するが、特急（新幹線を含む｡）区間につき、指定席ではな

く自由席を利用する場合。

なお、特急の利用が国家公務員等の旅費に関する法律上の「最も経済的な通常

の経路及び方法」に該当しない場合には、特急料金は支給されない。

ウ ICカード(Suica ･ PASMO等）の利用について

在来線（バスを含む｡）区間について、原則、ICカード利用運賃で交通費を算

出する。

全ての経路を現金運賃で移動する場合に限り、修正の申告をすること。

(2)移動日について

司法研修所への移動日を、次のア及びイのとおり定め、交通費を算出する。

ア 導入修習初日に移動が可能な者（採用内定時住所が－都三県（東京都、神奈川県、

埼玉県及び千葉県）の者（入寮者を除く。)）は、導入修習初日（3／19）

イ 導入修習初日の移動では導入修習に間に合わない者（採用内定時住所が一都三県

以外の者及び入寮者）は、導入修習前日（3／18）

ただし、航空機利用者は、申出のあった航空機に搭乗した日を移動日とする。

なお、通知された移動日に疑義があるときは、個別に対応するため、司法研修所経

理課経理係まで問い合わせること。

(3)特急料金を要する列車に乗車したことや航空機に搭乗したこと等を証する書面の提

出

特急料金を要する列車利用者や航空機利用者等は、乗車又は搭乗したこと等を証す

る書面（別に添付している「司法修習における旅費について」記4参照）につき、チ

ームズ79期全体チームの事務局アナウンスチャネルに3月中旬に設置予定の「乗車

及び搭乗したことを証する書面（導入修習）（仮題）」の申告フォームの末尾添付フ

ァイル欄に電子画像で貼り付ける形にて提出すること。
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（4）決定した旅費額の確認

当係にて上記の情報を基に旅費額を算定後、3月下旬頃に同金額等をチームズ上に

て司法修習生に個別に通知する。

通知の内容を確認し、実際に要した旅費額が通知された旅費額よりも安価である場

合は、司法研修所経理課経理係へ連絡すること。

（5）その他

提出書類につき、電子画像による提出ができない場合は、原本を郵送により下記送

付先へ提出もしくは、経理課経理係（司法研修所本館1階）に持参提出すること。

【送付先】〒351－0194 埼玉県和光市南二丁目3番8号

司法研修所事務局経理課経理係 宛

2 分野別実務修習参加のための旅費の支給手続について

分野別実務修習参加のために司法研修所から配属庁まで移動するための旅費の支給手

続は、配属庁が行うため、下記のとおり配属庁あてに資料を提出すること（配属修習地

が東京、立川、横浜、さいたま及び千葉の者を除く。）。

(1)提出書類等

ア 別に添付している「分野別実務修習参加のための旅行経路等申告書」を提出する

（導入修習終了後、分野別実務修習参加にかかる旅費額を計算するため。）。

なお、東京、立川、横浜、さいたま及び千葉に配属された司法修習生は、分野別

実務修習参加のための旅費の支給がないため、旅行経路の申告は不要。

提出期限 3月13日（金）必着

提 出 先 配属庁（封筒の宛名は「○○地方裁判所司法修習事務担当者」とする。）

イ 証拠書類の提出

別に添付している「司法修習における旅費について」記4を参照の上、領収書及

び搭乗したことを証する書面等を配属庁に提出する。

なお、航空券購入の際に往復分をまとめて購入した場合等、司法研修所提出分と

配属庁提出分の領収書が一枚の場合は、司法研修所に電子画像を提出後、原本を配

属庁に提出する。

（2）書類提出後の手続について

提出した申告内容（旅行経路等）に変更が生じた場合は、速やかに提出先である配

属庁の担当者に連絡する。

また､書類提出後の手続については､配属庁の担当者の指示に従い手続を行うこと。
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裏面の記載要領等参照

分野別実務修習参加のための旅行経路等申告書（第79期）

法修習生はさいたま及び千葉に配属された司 記入不要※東京、立川、横浜、

提出期限：3月13日（金）’1必着}’※提出先 配属予定の地方裁判所

作成日：令和 年 月 日

番 修習地組

氏 名

電話番号

※－部区間でも利用する場合は「利用する」を○で囲む

利用する

交通系IC

カード 利用しない

司
法

研
修

所

(記載例1)司研-[東武バス]-和光市駅-[□口線]-◇◇駅-[××新幹線]-△△駅-[○○パス]－．．公園前-[徒歩]-配属庁

(記載例2)司研-[東武バス]-和光市駅-[□口線]-△△駅-××空港－．．空港-[○○バス]-▽▽駅前-[徒歩]-配属庁

経路

利用する

交通機関

、

ム
″

、
ｂ

配
属
庁

特急 ｢新幹線・のぞみ」

） 座席（
、

）

｢特急・ひたち」

口自由席 口指定席 ）

口割引切符利用

※利用区間がある場合は記入する。記載例

列車種別 （

利用区間 （新幹線等

へ

旅行

予定日

令和 年 月 日



(裏面）

記載要領等

1 提出期限

3月13日（金）必着

2 提出先

配属庁（郵送の際の宛名は「○○地方裁判所司法修習事務担当者｣宛とする。）

3 証拠書類について

（1） 別に添付している「司法修習における旅費について」記4を参照の上、必ず提出する。

（2） 証拠書類の提出方法 ‘

分野別実務修習開始後、速やかに実務修習庁の司法修習事務担当者へ提出する。

4 注意事項

（1） 都道府県が行っている旅行支援等、公費の支出を受けて実施されている制度は利用しないこと。

（2） パック旅行を利用する場合は「領収書」及び「行程表」等のパック内容が確認できるものを提出する。

なお、観光や家族と利用等、旅行の目的を誤解されるようなパック旅行は利用しない。

おって、パック旅行代金総額ではなく、交通費の額及び宿泊費基準額の合計額を上限として実費額が

支給される。

（3） 航空機を利用する場合、航空会社が設定する各種割引制度（往復割引や事前購入割引等）を積極的に

活用する。

（4） コンビ二等の支払手数料、格安航空会社(L CC)を利用した際の手荷物持込料、格安航空会社や旅

行会社等を通じて割安な航空券を購入した場合の発券手数料（事務取扱手数料、株主優待券使用料 座席

指定料等）については、最も経済的な通常の経路及び方法であるか等を旅行命令権者において適切に判断

した上で、航空賃として支給する（当該付随する費用が記載された領収書を添付する。）。

(5) ファーストクラス、プレミアムクラス、クラスj等を利用した場合には、その利用に要する料金は支

給されない。また、株主優待券やマイレージポイントを利用して特典航空券の発券を受けた場合には、実

際に負担した額を上限に支給する。

なお、誤って取得してしまった場合には、マイレージ取消しの手続(6) マイレージの取得はしないこと。

をとった上、取り消されたことを証明する書面を提出する。

5 その他

上記1から4までのほか、配属庁の司法修習事務担当者から記載内容の確認や別途書類の提出依頼等があ

った場合は、その指示に従うこと。


